
区 民 文 教 委 員 会 
平成２４年１２月３日 

 
 
墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例の一部を改正する条例（案）の概要 

 
 
１ 改正の理由 
  社会経済情勢の変化に伴い廃棄物処理原価が上昇したことに鑑み、受益者負担の適正化

を図るため、廃棄物処理手数料を改定する。 
 

   
 
２ 改正の概要 

   ※ 粗大ごみの品目別の処理手数料は、条例改正後の規則の改正により定める。 

 

 

 

 
 
   

現行手数料 
（１kgあたり） 

 

引き上げ額 
（１kgあたり） 

 

改正後手数料 
（１kgあたり） 

 
   
収集運搬 
   

 
１８円 

 

 
３円 

 

 
２１円 

 
   
 処理処分 
   

 
１４円５０銭 

 

 
１円 

 

 
１５円５０銭 

 
   
 合  計 

 
３２円５０銭 

 
４円 

 
３６円５０銭 

手   数   料 
区   分  現   行 改 正 案 

１ １日平均１０㎏を超
える量の家庭廃棄物を
排出する占有者 

１日平均１０㎏を超
える量１㎏につき ３２円５０銭 ３６円５０銭 

１㎏につき ３２円５０銭 ３６円５０銭 ２ 事業系一般廃棄物又
は一般廃棄物とあわせ

て処理する産業廃棄物
を排出する事業者 

有料ごみ処理券を添
付して排出するとき
は、１０ℓ までごとに 

６１円 ６９円 

１㎏につき ３２円５０銭 ３６円５０銭 
３ 臨時に排出する占有
者又は事業者 粗大ごみ１品目当た

りの手数料限度額 ２，２００円 ２，５００円 

４ 区長の指定する最終

処分場に運搬した事業

者 
１㎏につき ９円５０銭 現行どおり 



３ 施行日 

  平成２５年１０月１日 

 

４ 経過措置等 

(1) 新券の交付 
改定後の新券は平成２５年１０月１日から交付する。 

(2) 粗大ごみ処理手数料 

粗大ごみの収集は事前申込み制となっており、処理手数料は申込み時に決定する。こ

のため、改定後の手数料は、施行日以後の申込み分から適用する。 

 

 

《参考》 

 

(1) 有料ごみ処理券の券種 

    

 

  券  種 

 

 

１冊の枚数 

 

 

現行料金 

 

 

改正後料金 

 

 

１０ℓ 券 

 

 

１０枚 

 

 

６１０円 

 

 

６９０円 

 

 

２０ℓ 券 

 

 

１０枚 

 

 

１,２２０円 

 

 

１,３８０円 

 

 

４５ℓ 券 

 

 

１０枚 

 

 

２,７４０円 

 

 

３,１００円 

 

 

７０ℓ 券 

 

５枚 

 

２,１３５円 

 

２,４１５円 

     ※ 有料ごみ処理券の額面料金については、現行の容積換算値（０.１９㎏/ℓ ） 

を基に算出する。 

 

(2)   現行の有料ごみ処理券の使用期限 
改定前に交付された旧券は、平成２５年１０月３１日まで使用できるが、それ以後は

還付又は差額を納入することにより新券と交換する。 


